
非常災害時における措置について 
枚方市立招提中学校 

台風や大雨、洪水などによる警報発令時の対応について生徒の安全確保のため、下記の措置を取ります。 

１．枚方市に特別警報が発表された場合 

〇午前７時発表中 

・臨時休業となります。 

○登校後に発表された場合 

・状況が判断できるまで、原則として学校に待機となります。 

 

２．枚方市に暴風警報、暴風雪警報、洪水警報のいずれか一つでも発表された場合 

〇午前７時までに解除 

・通常通りの授業を行います。 

〇午前７時に発表中 

・登校せずに、自宅で待機してください。 

〇午前７時～９時に解除 

・３時限目から授業を開始します。 

（１０時４０分までに登校。昼食が必要です。※学校給食はあります。） 

〇午前９時に発表中 

・登校せずに、自宅で待機してください。 

〇午前９時～１０時に解除 

・４時限目から授業を開始します。 

（１１時４０分までに登校。昼食が必要です。※学校給食はあります。） 

〇午前１０時に発表中 

・登校せずに、自宅で待機してください。 

〇午前１０時～正午に解除 

・５時限目から授業を開始します。 

（１３時２０分までに登校。昼食はご家庭で済ませてください。※学校給食はありません。） 

〇正午に発表中 

・臨時休業となります。 

○登校後に発表された場合 

・原則、学校に待機します。 

・雨量の状況をふまえながら、通学路の安全確認を行うとともに、土砂災害警戒情報や避難指示の

発表、発令の諸般の事情を勘案し、子どもの安全の確保が確認できましたら、複数生徒による下

校をします。なお、下校開始時刻等は、ミルメール等でお知らせします。 

 

３．上記以外の対応になる場合 

・ミルメール等でお知らせします。 

 


